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●CNCPはあなたが参加し楽しく議論し活動する場です● 

シリーズ 分かり易い土木 第 5回 鉄道の話―国鉄の民営化― 

1872年（明治 5年）新橋・横浜間に鉄道が

開通し、明治維新の急速な近代化に拍車がか

かりました。この時代の土木技術者は鉄道、港

湾、河川を中心とした近代的なインフラ整備に

邁進していました。鉄道事業は利用者から運

賃を取って旅客や貨物を輸送することから、港

湾整備、河川改修、道路整備などの公共事業

と趣を異にしています。 

日本の鉄道建設は、当初から国による建設

と民間による建設が混在し、時に競争しながら

進められました。そして 1906年、全国的なネッ

トワークを構成するため、骨格となる路線網を

国有化しました。第二次世界大戦後の 1949

年、復員者の受け入れなどで肥大化した組織

を立て直すために、運輸省管轄から独立採算

経営とすべく公共企業体の国鉄へと移行しまし

た。しかし、鉄道のインフラ整備には膨大な資

金が必要であり、独力で新幹線や都市鉄道を

整備することは大変難しく、現在でも様々な国

の交付金や補助金の制度が組み込まれていま

す。国鉄は財政面から独立採算を建前とした

公共企業体という形が破たんし、経営面での

法的な制約も多く、労働問題の多発やサービ

ス面での遅れが重なり、1987年、民営分割さ

れて現在の JR体制となり、以来 30年、大き

な発展を遂げてきました。 

日本の鉄道がお手本としてきたヨーロッパの鉄

道に、国鉄が貢献したビッグプロジェクトが二つ

あります。その一つは新幹線です。1964年、東

京オリンピックに合わせて開業した東海道新幹

線の成功は、斜陽化したヨーロッパの鉄道再

生に強いインパクトを与え、鉄道ルネッサンスと

呼ばれるようになりました。二つ目が国鉄の民

営化です。そのほとんどが国営・公営であるヨ

ーロッパの鉄道に、再生に向けた大きなインパ

クトを与え、各国で民間企業の参入など活性

化施策が相次いでいます。JR発足から 30年

を経て、本年 2020年 1月にフランス国鉄も市

場開放も含めた新しい体制へと移行を始めま

した。 （代表理事 山本 卓朗） 
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巻頭言 

心豊かに生きるための社会基盤づくりに思う 
 

 

 

シビル NPO 連携プラットフォーム 理事 

早稲田大学名誉教授 依田 照彦 

 

 

東日本大震災から 2年が経過した 2013年、日

本学術会議で科学・夢ロードマップ作成の話が持

ち上がった。託されたテーマは土木工学・建築学

分野の科学・夢ロードマップの作成であった。日

本列島が地震の活動期に入り、エネルギー供給

の構造が変化し、高齢化が進み人口が減少する

なかで、持続可能で安全・安心な社会を実現す

るためには、土木工学・建築学分野が、過去を見

直し、現在を見つめ、未来を見据えて、科学・技

術を一層向上させていくことが課題であるとの認

識が背景にあった。 

まとめ役として、土木工学・建築学分野のキー

ワードを「持続可能で豊かな社会の構築」を中心

に議論を進めようと考え、土木工学と建築学に関

係する学会の先生方にメンバーに入っていただき、

議論を開始した。私の思惑は大きく外れ、各学会

の先生方からは、「豊かな社会」ではなく「心豊か

な社会」の構築が重要であるとの指摘を受けた。

「持続可能で豊かな社会」を中心に持ってきたか

った私は、各学会の理事会にまで出席して、「心

豊かな社会」でなく「豊かな社会」の採用をお願い

した。結果として、土木工学・建築学分野の科学・

夢ロードマップの中央には「持続可能で豊かな社 

会」を持ってくることができた。その一方で、委員

の先生方の意見を尊重して、説明文には「人口が

減少し高齢化が進むなかで、健やかで心豊かに

生きるための住宅・社会基盤づくりに取り組む。」と

して、心の文字を入れさせていただいた。 

その後も「心豊かな社会」という言葉が脳裏から

離れなかった。そのような中、コンパッションという

言葉が目に飛び込んできた。「共にいる力」をコン

パッションといい、「立ち直る力」、「やり抜く力」に

関連し、利他性・共感・誠実・敬意・関与が基本

概念とのことである。脳神経科学では、認知的視

野、思考力、免疫力、レジリエンスなどへの効果

が検証されているという。免疫力とレジリエンスの

キーワードに魅せられた。土木のイメージに合うよ

うな気がしている。 

新型コロナウイルスの感染症と自然災害の複

合災害のリスクに備えなければならない時代を迎

えた我々には、多様な生き方を視野に入れた社

会基盤づくりとともに、コンパッションでいうところの

「共にいる力」、「立ち直る力」、「やり抜く力」が不

可欠であるように思う。「心豊かな社会」とはどのよ

うなものであるのか、もう少し議論しておくべきであ

ったと反省している。 
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コラム 
 

地域の液状化に備える 

 
シビル NPO 連携プラットフォーム 副代表理事 

花村 義久 

 

はじめに 

２０１１年３月１１日東日本大震災が発生、私が所

属するＮＰＯ法人シビルまちづくりステーション（Ｃ

ＭＳ）では発生後すぐに被災地救済の動きとして

救援物資を集め、現地に乗り込みました。合わせ

て、被害踏査も行いました。その中で身近な所で

発生した災害として液状化被害に着目し、浦安、

船橋をはじめ内陸も含め被災地での踏査を行い、

組織内に「液状化対策プロジェクト」を立ち上げる

ことにしました。 

 

東日本大震災は広範な地域に津波被害もたら

しましたが、そのなかで液状化が被害を一層大き

くしていることが分かりました。また液状化被害は、

利根川流域、東京湾岸エリヤの海面埋立て地域

や内陸部地域における干拓や沼の埋立地などに

広がっています。 

 

 

 

 

 

写真－１液状化の影響によるビルの転倒 

地元船橋でも、市の全面積の８５％が被害を受

けた浦安市に比べると知られていませんが被害は

大きく、その復旧・復興が求められていました。当

ＮＰＯ・ＣＭＳでは船橋市市民公益公募型支援事

業の指定を受けて、液状化に関する総合的なパ

ンフレットを作成したり、フォーラムやセミナーなど

一連の催しを開催して、広く市民に地震・液状化

の被害に対する情報・知見を提供し、災害に備え

る活動をしました。そしてこのような結果を踏まえ、

実態調査やハザードマップの検証を行うとともに、

再液状化も含め今後の対策を検討・提案しました。 

 

船橋市の被害実態調査として家屋の被災状況、

道路・上下水道・ガスなどのライフラインの被災状

況、それに対する行政の対応等を調べました。こ

の結果を地図上に表わし、過去の地形、地盤、現

在のハザードマップなどとの関連などを見ることに

より、新たにいろいろなことが見えて来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真—２ 液状化による堤防の破壊 

液状化の被災はハザードマップでの液状化危

険性の高い区域で数多く発生していますが、内陸

部においても液状化危険性が「ない」（図－１の白

色部）とされる区域でも、液状化が発生している箇

所がかなり認められています。 

 図-１は、液状化ハザードマップに家屋等の被

害箇所を重ねたものに、さらに旧地形を重ねたも

のです。旧地形の低湿地部を着色（ピンク）しまし

たが、この図から、液状化危険性の「ない」箇所の

多くが旧地形の低湿地部に相当することが判明し

ました。このことから、液状化危険性の評価は旧

地形の低湿地部を考慮するのが良いと考えられ

ます。 

  

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://vdwc.forum8.co.jp/image/vdwc2015/hanamura2015.jpg&imgrefurl=http://vdwc.forum8.co.jp/index2015.htm&docid=gdcRC_em2Lu-wM&tbnid=c-WtUu95qfWZOM:&w=120&h=150&bih=628&biw=1318&ved=0ahUKEwiy9pTWjpDOAhUEoJQKHUzMAtgQMwgpKAcwBw&iact=mrc&uact=8
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 図－１ 船橋市液状化ハザードマップ、家屋等被害箇所、旧地形との合成図 

 

おわりに 

行液状化の問題は重要であるにもかかわら

ず、当時はまだ認識が浅く、行政は殆ど対応が

出来ておらず、市民にいたっては被災者はどう

していいか分からない状態でした。 市民は、

行政は、ＮＰＯはどうすればいいのか、現在も

各主体間の情報共有、協力関係、各種問題の

課題解決が求められています。 

 

資料 

・地震による液状化に備えよう ―液状化についての知識を高めよう―  平成２５年３月発行 

・液状化対策へのエントランス ―「地震防災フォーラム・セミナー」より― 平成２６年３月発行 

・実態調査から見える被害状況 ―船橋の液状化被害はこうだった―  平成２７年３月発行 
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「身近な土木遺産」シリーズ 第 8 回 

赤褐色の球形モニュメント -土地と産業の記憶装置-  
 

葛飾区産業観光部観光課主査 学芸員  

谷口 榮 

 

ＪＲ常磐線の金町駅の北側に、東京理科大学

葛飾キャンパスが平成２５年（２０１３）４月に開校し

た。開放された空間に現代的な意匠を配した校

舎がそびえ、若者が行き交う姿は、今までの葛飾

区内には見られなかった、新しいまち景観である。 

キャンパスの周囲には、「葛飾にいじゅくみらい

公園」（葛飾区新宿６－３）が整備されている。この

公園は、計画段階から区民参加と協働によって整

備されたもので、面積が約７・１ヘクタールと区立

公園としては最大の広さを誇っている。環境とユ

ニバーサルデザインにも配慮し、多目的広場や大

規模な災害時には避難拠点として機能するよう防

災設備も整えられており、平成２５年度第２９回都

市公園コンクールで国土交通省都市局長賞を受

賞している。 

この現代的に空間演出された大学と公園の風

景の中にひときわ異彩を放つ赤褐色の大きな球

形のモニュメントがある。この鉄の球体は、通称

「地球釜」と呼ばれ、かつてこの地に在った三菱製

紙株式会社中川工場（以下、「三菱製紙中川工

場」と略す。）で損紙(そんし)を蒸して再生するた

めの蒸釜である（図１）。 

 

三菱製紙中川工場は、本区における近代工業

の先駆的な工場として、この新宿の地に築かれた。

その経緯を簡単に記すと、合資会社三菱製紙所

は、日露戦争後に国内の紙の需要が増加したこと

で、紙の大消費地である首都東京が紙の供給先

として今後重要な位置を占めるものと注目し、本

所方面への連絡が容易で、鉄道もあり、横浜方面

と直接船で航行できる適地に工場の建設を計画

する。 

東京市部に近く、本所と同じ東部に位置し、の

常磐線が通り、中川と江戸川に挟まれた葛飾区

新宿付近が工場の建設地と選定され、工場名を

「三菱製紙所中川工場」と決めて、大正４年から

工事に着手して大正６年から操業を開始した（図

２）。 

創業当初に製造された製品には、煙草口紙用

紙をはじめ、教科書用紙、模造紙などがあり、そ

の後、大蔵省印刷局から受注した葉書用紙も重

要な製品となった。 

図１ 「地球釜」 

図２ 三菱製紙中川工場（昭和９年 

三菱製紙株式会社提供） 

右上に金町駅、左下に中川と接続する

船留がみえる。 
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第２次世界大戦の戦時中には、写真印画紙原

紙（バライタ紙）の製造をはじめ、軍関係の地図

用紙等の抄紙や、新紙幣の抄造と旧紙幣の処理

なども行っている。 

戦後、中川工場は、昭和２１年（１９４６）４月に大

蔵省から紙幣用紙抄造管理工場に指定され、戦

争で被災した大蔵省印刷局大路工場が復興する

昭和２４年まで紙幣用紙の抄造を行った。 

損紙等をパルプにする作業に使われたのが、

昭和２０年（１９４０）から昭和２１年にかけて設置され

た球形の蒸釜「地球釜」である。この蒸釜は、厚さ

１６ｍｍの鉄板３２枚を鋲で球形に仕上げたもので、

大きさは最大内径４.２７ｍ。釜の中に損紙等（５ｔ）

と水（９,０００ℓ）を入れて、毎分１回転の速度で回転

させながら蒸気を注入し、紙の繊維を解きほぐし

て再生原料として使用した。 

まさにこの「地球釜」は戦中から戦後復興という

戦争から平和への過渡期を経験しているのである。

「地球釜」は、球形というフォルムだけでなく、操業

時の回転する様子から呼び方が生じたものである

が、私には世界を巻き込んだ大戦と、大戦の反省

から国際平和と安全の維持、経済・社会・文化面

の国際協力の達成などを目的する国際連合が誕

生した地球の姿にも見える。 

実は、三菱製紙中川工場は、この地域の災害

の歴史を記憶する「場」でもあった。最近まで残っ

ていた２棟の煉瓦倉庫の壁面には、大正１２年（１９

２３）９月１日に発生した関東大震災によって生じた

クラックが残っていた（図３・４）。関東大震災による

都心部での被害状況は知られているが、郊外で

の被害状況を知ることのできる資料として貴重だ

った。 

その後、昭和１７年（１９４２）４月１８日の東京には

じめてアメリカ軍機による空襲が行われた際に、

工場は爆撃による被害はなかったが、この時の惨

事を目の当たりにする。葛飾区上空に飛来したＢ

２５は、軍事施設と見誤ったのか水元国民学校に

機銃掃射を加え、当時１４歳の石出巳之介君が被

弾してしまう。急ぎ三菱製紙中川工場の医務室に

運び込まれ、処置が施されたが助命することはで

きなかった。今年は、戦後７５年という節目になる

が、平和へ願いを込めこの地が東京初空襲で犠

牲となった石出君の絶命した場所であることをこ

の小文にも記しておきたい。 

終戦間もない昭和２２年（１９４７）９月１９日未明、

カスリーン台風によって葛飾区水元の桜堤が決壊、

工場は水浸しになり、甚大な被害を受けた。戦後

の深刻な石炭不足や資材統制もあって、災禍後

の本格的な復旧は昭和２５年（１９５０）まで掛った。

その後、設備補強を遂げ、バライタ紙やアート紙

を量産し、新たにＯＡ関連の感熱紙インクジェット

紙などの製造も手掛けるなどして操業を続けた。 

図３ 煉瓦倉庫 金町の煉瓦で造られ

ていたが、今は取り壊されている 
図４ 関東大震災の時に生じたクラック 
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しかし、社会情勢の変化などもあって工場の移

転が決まり、平成１５年（２００３）３月に三菱製紙中

川工場は８６年余りの歴史に幕を下ろした。その後、

ＵＲ都市機構が土地を取得し、隣接する三菱ガ

ス化学株式会社の工場も含めた土地区画整理事

業や道路等のインフラストラクチャーの整備に着

手。まちの骨格を整え、葛飾区、民間事業者とと

もに新しいまちづくりが進められ、「葛飾にいじゅく

みらい公園」が誕生した。 

かつて中川沿いには、三菱製紙中川工場をは

じめとしていくつかの製紙工場が操業していた。現

在、それらの製紙産業は姿を消してしまったが、

葛飾区の近代産業の幕開けの地であることと、か

つての製紙産業を後世に伝える記憶装置としても

「地球釜」は存在している。 

本来なら葛飾区近代工業の発祥の地を記憶

顕彰する土木遺産として、「地球釜」とともに煉瓦

倉庫などの構造物を保存活用すべきだったので

はないかと私は思っている。特に、工場建物の部

材として用いられた煉瓦は、地元の金町製瓦会

社で焼かれたものであり、葛飾の窯業との関わりを

物語る貴重な土木遺産であった。 

今後、煉瓦倉庫の壁面の一部はモニュメントと

して公園内に設置されると聞いているが、かつて

の土地の記憶が消え失せぬように（図５）、この土

地の有する土木遺産的価値を活かした再整備を

期待している。きっと区民にとって過去・現在・未

来に思いを馳せられる魅力ある「場」となろう。 

 

  

図５ 引き込み線跡 金町駅と公園を連絡

する道は、かつて軌道が敷設されていた。

まだ土木遺産を構成する要素が現地には残

されている。 
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市民参画によるインフラメンテナンスの前進に向けて 

 

市民参画フォーラム・事例WG  駒田 智久 

インフラメンテナンス国民会議・市民参画フ

ォーラムの 3 つの WG のうちの市民協働調査・

分析 WG (略称；事例 WG) において実施した

市民参画事例の収集と分析について記す。 

〇事例収集の考え方と方法 

・収集対象；「インフラ施設」の「維持管理」に係

る活動を対象とした。「維持管理」としては、直

接的には、点検・補修等の他、管理運営や維

持更新計画等も含め、間接的には、維持管理

に係わる教育・研修、市民啓発、技術支援、社

会的発信等も含めるものとした。インフラメンテ

ナンスは、最終的には「(施設の)点検・補修」と

いう実践行為に至るが、市民参画の観点からは、

対象範囲を拡げて考えることが重要であるとし

ている。なお、「市民参画」の「市民」には、団

体・個人を問わず、多様なものが含まれると考

えている。 

・収集内容；必須事項として〔実施場所／市民

活動の主体／活動の概略内容〕、また追加事

項として〔協働行政部署／実施時期・期間／

協働の経緯／協働の種類(領域と役割)／協働

事業の段階／費用負担の具体／コーディネー

ター〕とした。 

・収集方法；自主的な収集と、土木学会アンケ

ート調査結果の利用の 2つの方法に依った。前

者は、主として市民参画フォーラム、特に事例

WG のメンバーに情報提供を求めた。主として

マークした情報は、国民会議インフラメンテ大

賞等の受賞、土木学会表彰(市民普請関係)な

どであり、一般メディアも含めた。一方で、土木

学会シビル NPO 推進小委員会は、各地域の

市民協働の活動の中で、シビル NPOが有効に

活かされることを願って、地方自治体、シビル

NPO 及び大学・高専を対象に、市民協働に関

するアンケート調査を平成 29年度に実施して 

おり、その成果を利用させて頂くこととした。その

内、地方自治体回答の 438 件(自治体数として

は 258件)を対象とした。 

〇収集結果 

対象施設と活動分野ごとに収集結果を表－

1 に示す。学会アンケートのうち、何らかの形で

インフラメンテナンスに係る件数は全 173 件で

あったが、環境美化・清掃のみの活動も少なく

なく、それらは一応除くこととし、その結果が 78

件である。そのうち整理対象としたのが 17 件、

自主収集 36件と併せて全 53件となった。 

・水・河川系；市民が係りやすい河川分野以外

に、湖沼、水路やダム分野でも事例が挙がった。

河川分野では実際の維持補修も実践している

事例があるのは注目されよう。 

◆部門活動紹介：協働推進部門 

表-1 インフラメンテ市民参画事例 収集件数 

 



 

9 

 

・道路系；道路分野では点検・情報が半数以上

となっているが、一般維持管理や除雪、更には

道路整備が挙がっている。橋梁分野でも、高欄

の塗装とは言え、実際の補修作業が含まれて

いる。 

・地域・まちづくり系；公園や公共施設もここに含

めた。公園では市民が参加しやすい維持管理

分野が多くを占める。公共施設関係は 1例であ

る。まち・地域関係ではまちづくり分野が多く、

他の計画対応や指針づくり、防災関係も数は少

ないが挙がっている。  

〇横断的考察 

・活動主体；参画する「市民」の分類と事例を表

－2に示す。活動団体にも種々あることが分る。

団体の種別で活動の分野は大きく変わることは

ないとみられる。特に道路を対象にした教育機

関の関与が注目されよう。市民・事業者につい

ては特定の認定等を受ける場合や、何の資格

も無くて登録するだけで参加できるものもある。

地域住民の事例として単なる通報ではなく、福

島県天栄村や南会津町のように一定の力が必

要なもの(道路等の補修作業)もあり、注目され

る。 

 

・学の関与について 

事例には大学・高専および工業高校が専門

的知識をもって参加・関与しているものもある。

表－2のうち、福島県南会津町の橋梁に係る事

例については「ふくしまインフラ長寿命化研究

会」が関与している。同会の会長の日本大学工

学部土木工学科の岩城一郎教授の主導のもと、

橋に限定されず、道路も含んで、住民と学生の

協働により多彩な活動を展開している。長崎大

学の道守養成ユニットや、岐阜大学における

「社会基盤メンテナンスエキスパート(ME)養成

講座」も同様な事例と考えられる。継続性に心

配がある市民団体に比し、大学等の場合はそ

の懸念が小さく、活動の継続性を考える上では、

学の関与は大きな意味を持つといえよう。 

  

表－2 活動主体の種別 

 

分野 団体等活動主体名

町内会・自治会、コミュニティ委
員会

水路・管理
道路・維持管理
道路・除雪

自治会(京田辺市)
町内会等(新潟県十日町市)
永山第3地区市民委員会(旭川市)

社会福祉協議会 森林山林・再生伐採 園田北社会福祉協議会(尼崎市)

NPO法人
NPO法人の認証を受けた一般
のNPO

河川・維持補修
橋梁・教育研修
公共施設・管理運営

新町川を守る会(徳島県)
TECECO再生機構(岡山県)
土岐川・庄内川サポートセンター(清須市)

任意団体
それぞれの目的を持つ任意の
市民団体

河川・川づくり
道路・点検情報
公園・運営
まち地域・まちづくり

直方川づくり交流会(直方市)
アダプト制度参加者(吉川市)
五頭・自然の郷をつくる会「森のこだま」(阿賀野市)
池川・散歩まちづくりグループ(南砺市)

工業高校、中学校、小学校が
社会教育の一環＆地域市民と
してインフラメンテナンスに参加

道路・点検情報 岡山工業高校 道路パトロール隊(岡山県)

何らかの制度・事業のフレーム
の中で認定等を受けた市民・事
業者

河川・河川環境
道路・維持管理
道路・点検情報

河川レンジャー(大阪府)
道普請ウォーク(和歌山県)
ぎふロードプレーヤー(岐阜県)

特段の認定等を受けない一般
市民・事業者

道路・点検情報
道路・補修作業
道路公園・点検情報
橋梁・補修作業
公園・維持管理

ちばレポ参加市民(千葉市)
天栄村住民(福島県)
みっけ隊  美しい京のまちを守る応援隊(京都市)
南会津町住民(福島県)
野田村住民(岩手県)

＊

市民・
 事業者

特定 市民・事業者

一般 市民・事業者

種別 細目 摘要
代表的事例

活動
　団体

特定
地域団体

特定目的

インフラメンテを目的に、地域に
おける自治体や市民・事業者、
またNPO法人を含む市民団体
などから構成される組織体＊

河川・川づくり
道路・維持管理
橋梁・教育研修

行政主導型(公的な色彩が強く、設置要綱などで規定)と行政参加型(行政がone of them として参加)が有る。

興津川保全市民会議（静岡市）
上郷 野底山愛護会(飯田市)
しゅうニャン橋守隊(周南市)

不特定
　　 目的

一般
市民団体

教育機関
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・背景としての行政側の制度・事業 

団体、個別の市民・事業者を問わ

ず、活動を継続するうえで、重要であ

るのは管理者の支援である。表－3 は

その支援の内容ごとに制度的な事例

を示す。一般市民の参画を得るため

には、前提となるサービス提供が当然

であり、D や E の支援は必須と言える

が、団体として期待するのは A～C の

即物的な支援であろう。図－1は Aの

国交省のプログラムのスキームであ

る。 

ここで注目されるのは B であるが、

土木学会でいう「市民普請」を促進す

るものと言える。このような取組みは農

水省関係に多いと見られる(写真)。 

なお、京都市では、「公共土木施設

の維持管理に係る市民協働指針 み

んなで守る“道・川・みどり”京のまち」

を平成 29年に策定している。 

〇今後に向けて 

事例 WG が目指す姿は「インフラメンテナン

スの事例や社会実験から新しい効率的な仕組

みがつくられ、全国の自治体で採用され効果を

上げている」である。事例収集はその第一歩的

なものであるといえるが、先ずは、このように

様々な市民参画の展開事例が有ることの社会

的な発信が考えられる。 

また、今回の分析は、多く、先に示した「必須

事項」に基づくものである。「追加事項」につい

ては、収集方法の限界から一部の事例でしか

把握できなかった。今後、幾つかの事例に絞り

込んで、その活動組織および関係自治体にコ

ンタクトして、核心的な情報の獲得を図り、現

地での調査も行った上、さらにそれらの自治体

や団体との協働についても、その可能性を検討

する考えである。 

なお、土木学会では「市民団体との協働活

動促進のための方策検討」会議がスタートして

いる。また、このような動きを学問の対象とした

研究もある。それらの動きとの関連も見据えた

今後の活動とする必要が有ろう。 

  

 

 

 

写真 親水広場の整備（農水省パンフより) 

表－3 管理者による支援の内容と事例 

 

支援内容 事例

A
用具の支給、ボランティア保険の
加入、活動表示板の設置、収集
ごみの回収

・ボランティアサポートプログラム(国交省)
・公共施設里親制度〔アダプト制度〕(自治体多数)
・みやぎスマイルロードプログラム
　　スマイルサポーター制度(宮城県)
・はまロードサポーター制度(横浜市)
・ぎふロードプレーヤー(岐阜県)

B
資材の購入・支給、重機燃料代
の支給、工事に係る管理の提供

・地域住民参加型の直営施工(農水省)
・建設資材支給事業(長野県下条村)

C 補助金の支給 ・地域発 元気づくり支援金(長野県)

D
スマートフォンアプリの提供
　　(マニュアルの提供)

・ココナビこうりやま(郡山市)
・みやぎスマイルロードプログラム
　　スマイルレポーター制度(宮城県)
・ちばレポ〔ちば市民協働レポート〕(千葉市)
・みっけ隊～美しい京都を守る応援隊～(京都市)

E
講座の実施・講習会の提供
　　　～資格の付与

・淀川管内河川レンジャー(淀川河川事務所)
・東京ブリッジサポーター制度
　　　　(東京都道路整備保全公社)
・社会基盤メンテナンスサポーター制度(岐阜県)

F
法律上の位置付け
　　　～受託の権利付与

・河川協力団体制度(国交省)
・道路協力団体制度(国交省)

図-1 ボランティアサポートプログラム

(国交省) 
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会員からの投稿 
 

 

 

トンネル 

 
シビル NPO 連携プラットフォーム 正会員 

小松崎 暁子 

 

 
土木専門家の皆さんに、素人の私がトンネルの

話をします。 

ご安心下さい。トンネルと言っても山を削って道

をつなぐトンネルではありません。人生のトンネル

の話です。 

 

15 年前の話ですから時効ということで解禁です。

現在 30 歳になる愚息の話。当時、私は起業して

仕事に夢中になりすぎ、帰宅が深夜になることもし

ばしばでした。夫も企業戦士（懐かしい単語！）で、

ほぼ毎日午前様、という両親不在の家庭でした。 

 

中学生だった息子は、ちょいとヤンチャで、両

親不在をいいことに夜遅くまで遊び歩いていたわ

けです。 

だんだん、朝起きられなくなる、学校に遅刻する、

登校しない、夜になると遊びに出かける、という生

活になり、友人とお酒を呑む、タバコを吸う、警察

から電話が来る・・・。 

 

この息子をどうすれば立ち直らせることができる

のか。まさに私は暗闇に放り込まれた心境でした。 

借りていた事務所を引き払って在宅勤務に切り

替え、朝昼夜と三食手抜きをせずにせっせと料理

を作り、夕方から遊びに出かける息子の帰りを待

つ毎日。（なぜか帰宅が早くなったのは夫でした。

笑） 

 

こんな日々がいつまで続くのか、息子は進学で

きるのか、就職できるのか、独り立ちできるのか。

永遠に抜け出せないかに思えた暗闇生活に終止

符を打ったのは、暗い顔をして下を向いていた私

に前を向かせるべく、ある退職された校長先生が

おっしゃった一言でした。「お母さん、酒を呑んだ

って、タバコ

を 吸 っ た っ

て、そんなも

ん 5年もすれ

ば大した問

題じゃなくな

りますよ。」 

 

そうなんで

す。目の前

が真っ暗闇で出口が見えなくなり「私と息子の人

生終わった。」と思っていたら、遙か上空から眺め

てみると、そこは人生という長い道のりの中のほん

の一部分でしかなかったのです。その時から人生

観が変わりました。どんなに長いトンネルにも出口

があって、知恵と覚悟と諦めない心があれば、必

ず青空の下に出る時が来る！しんどいのは今だ

け・・・。 

 

話は変わって 2020 年。世界中の人々がコロナ

感染の恐怖と戦っています。 

いつ終わりが来るのか、来ないのか。 

人と接触しない生活、毎日マスクをつける生活、

消毒・殺菌、不要不急の外出制限、経済の破綻。 

しかし、人類は知恵と覚悟と諦めない心でこのト

ンネルを休むことなく前進し、必ず新しい世界へと

導いて行くんだ！と私は信じています。しんどいの

は今だけ！ 

愚息はその後いくつかのトンネル脱出後に大学

進学、就職し、起業して、親元から独立していきま

した。 

 

そういえば、そんなこともあったなぁ、と当時を思

い出すこの頃です。 
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8 月の会議予定 

9 月 8 日(火) 14:00～16:00：運営会議 

8 月 3１日現在の会員数 

法人正会員 15、個人正会員 31、法人賛助会員 29 合計 75 

サポーター132 

事 

 

務 

 

局 

 

通 

 

信 

 

特定非営利活動法人 

 
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目 13 番地７ 

名古路ビル本館 2 階 コム・ブレイン内 

事務局長 内藤 堅一：info@npo-cncp.org  

ホームページ URL：http://npo-cncp.org/ 

お問い合せは 
こちらまで 

平成 2 年度第 1 回理事会がWEB 会議で開催されました。 

 

日時：2020 年 8 月 26 日(水)15：30～17：00 

場所： WEB 会議 

審議内容： 

1） 令和元年度事業報告書の承認 

2） 令和元年度決算書の承認 

3） 令和 2 年度事業計画書及び予算書の承認 

１）～3)項が承認されました。 

4） 理事の退任並びに新任について 

中村裕司常務理事が退任され、横塚雅実理事が選任されました。 

その他の理事・監事は全員再任です。 

緊急企画 紙上ワークショップ “Withコロナ”のシビルNPOを考える 

アンケートの応募、有難うございました。アンケートの集計と分析は、作業中ですの

で、10 月号に掲載いたします。 

 

mailto:info@npo-cncp.org

